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新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を 

実施する医療機関の一覧作成の報告について（その２） 

 

 

日頃から、大阪府健康医療行政の推進に御協力を頂き、御礼申し上げます。 

標記調査の報告対象を下記のとおり変更することといたしました。 

つきましては、当該通知の趣旨を御了知の上、貴保健所管内の医療機関等からの問い合わせ等が

ありましたら、下記調査の掲載アドレス（大阪府ホームページ）を御案内ください。 

調査期間中の変更となり大変申し訳ありませんが、御理解・御協力の程よろしくお願いいたしま

す。 

 

記 

 

１． 主な変更内容【電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票について】 

変更前 【調査報告対象】 

（１） 及び（３）②により電話や情報通信機器を用いた診療を実施する 

医療機関のみ 

変更後 【調査報告対象】 

初診、再診（２度目以降の診療）を問わず、電話や情報通信機器を用い

た診療を実施する医療機関 

 

２．調査の掲載アドレス（大阪府ホームページ） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/hokeniryokikaku/onlinepractice/index.html 

 

３．調査の掲載アドレス（大阪府ホームページ）への案内 

  大阪府ホームページより「通常サイトはこちらへ」をクリック⇒上部 Google カスタム検索で 

「保健医療企画課」と検索⇒検索結果「大阪府/保健医療室保健医療企画課」をクリック⇒ 

「事業一覧ページ」タブをクリック⇒中段、各種通知「新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話

や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧作成及び実施状況の報告について」をクリック 

 

 

連絡先：大阪府健康医療部 保健医療室 

保健医療企画課 医事グループ 施設担当 

ＴＥＬ：０６－６９４４―９１７０（直通） 

ＦＡＸ：０６－６９４４―７５４６ 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/hokeniryokikaku/onlinepractice/index.html

